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Ⅰ．はじめに 

全国どこでも質の高いがん医療を提供することを目的とし、平成１３年よ

りがん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）をすべての２次医療圏

に原則１つ整備することを目指した結果、現在３９７の医療機関が指定され

ている。 

しかし、未だに１０７※１の医療圏で拠点病院が整備されていないこと、拠

点病院間で診療実績の格差があること、診療・支援の内容が分かりやすく国

民に示されていないことなど、いくつかの課題が指摘されていることから、

平成２４年１２月に「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」（以下「検

討会」という。）が設置され、今後のがん診療提供体制のあり方についての検

討がなされ、平成２５年４月に「今後のがん診療提供体制のあり方について」

（以下「検討会とりまとめ」という。）がとりまとめられた。 

この中で、拠点病院にはがん治療の拠点という役割に加え、連携すべき医

療機関や在宅医療・介護提供施設との一層の連携強化による面連携の拠点と

いう役割が期待されていること、拠点病院のない２次医療圏へのがん医療の

さらなる均てん化のため、地域がん診療病院（仮称）を整備すること、拠点

病院と地域がん診療病院（仮称）の役割分担を行うことにより、診療機能の

一定の集約化を行うこと、さらに、特定のがん種について高度な診療機能を

持つ医療機関についても、こうした医療機関に期待される役割を拠点病院制

度において明確にすること、拠点病院における PDCAサイクルの確保が必要で

あることなどが指摘された。 

こうした議論を受け、拠点病院等に課す要件を検討するため、検討会の下、

平成２５年５月に｢がん診療提供体制のあり方に関するワーキングループ｣

（以下、WGとする。）が設けられ、４回の議論を経て、今般以下のとおり報告

書としてまとめたものである。 

なお、本報告書では地域がん診療病院（仮称）を地域がん診療病院と呼び、

特定領域で優れた診療機能を持つ医療機関を特定領域がん診療病院と呼ぶこ

ととする。 

 

※１ 平成２５年４月１日現在 

※２ 緩和ケアに関する要件は「緩和ケア推進検討会」において検討することとなっている。 
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Ⅱ．地域がん診療連携拠点病院の要件について 

１．診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

  質の高いがん医療を提供する上で、キャンサーボードが適切に機能

していることは重要であるが、現行の要件の下では、キャンサーボー

ドの機能が十分に発揮されない場合やその存在が形骸化している場

合もあるとの指摘等があった。これを踏まえ、キャンサーボードの機

能強化のため、その実施主体を組織上明らかにすることと共に、月１

回以上の開催を求め、病理診断に携わる医師、放射線診断に携わる医

師及び放射線治療に携わる医師の出席も求めるべきと考えられた。 

  地域がん診療病院とグループ指定を受ける拠点病院に対しては、確

実な連携体制を確保するため、そのグループ指定先の地域がん診療病

院と合同のカンファレンスを定期的に開催することを求め、地域がん

診療病院の診療機能確保のための人材交流計画の提出を求めるとと

もに、当該拠点病院はその計画に基づき人材交流を行うべきと考えら

れた。 

 

② 手術療法の提供体制 

  質の高いがん医療を提供するためには、術中迅速病理診断が可能な

体制の確保が重要である。このため、後述のように専任かつ常勤の病

理診断に携わる医師の配置を求めるとともに、必要な手術については

術中迅速病理診断が可能な体制を求めるべきと考えられた。なお、当

該体制は遠隔病理診断でも可とする。 

 

③ 化学療法の提供体制 

  地域がん診療病院とグループ指定を受ける拠点病院に対しては、そ

のグループ指定先の地域がん診療病院が標準的な化学療法を適切に

提供できるよう、レジメンの審査等において地域がん診療病院を支援

する体制を確保することを求めるべきと考えられた。 

 

④  放射線治療の提供体制 

  基本計画では「高度な技術と設備等を必要とする医療については地

域性に配慮した計画的な集約化を図る」とされている。IMRT等の高

度な放射線治療機器等は地域の実状に応じた効果的な配置を図る必

要があるとの指摘があった。そこで、高度な技術と設備等による放射
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線治療を必要とする患者に対しては、地域連携のクリティカルパスの

活用等により、当該設備がある施設へ適切に紹介され、連携がなされ

る体制を確保することが望ましいと考えられた。 

  放射線治療について更なる安全性の確保のため、放射線治療装置か

ら出力される線量に対し、適切な管理を求めるべきと考えられた。 

 

⑤ 病病連携・病診連携の協力体制  

  拠点病院には当該圏域内の医療機関間による連携のさらなる強化

の中心となることが求められるため、当該圏域内のがん診療に関する

情報を集約し、地域診療等を行う医療機関等に対し、情報提供を行う

ことを求めるべきと考えられた。 

  基本計画には医科歯科連携による口腔ケアの推進が取り組むべき

施策として掲げられている。 

  医科歯科連携の重要性に鑑み、必要に応じて地域の歯科医と連携し、

がん患者の治療前の口腔内評価に努めることが望ましいと考えられ

た。 

  また同様の趣旨から、医科歯科連携研修の実施に協力することが望

ましいと考えられた。 

 

（２）診療従事者 

  基本計画には、放射線治療の専門医、化学療法の専門医、精神腫瘍

医、専門看護師・認定看護師、放射線治療専門放射線技師、医学物理

士、がん薬物療法認定薬剤師、社会福祉士、臨床心理士及び細胞検査

士等を適正に配置することが記載されている。 

  本 WGでは、拠点病院間の格差の是正と質の高い医療の確保のため、

医療資源の現状についても十分考慮した上で、診療従事者の配置の強

化を求めるべきとの認識を共有した。 

  この認識に立ち、人材配置に関し求められる事項を以下のように考

える。 

 

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

  手術療法はがん診療の重要な治療法の一つであることから、当該施

設で対応可能ながん種について専門的な知識および技能を有する手

術療法に携わる常勤の医師の配置を求めるべきと考えられた。 

  放射線治療に携わる医師については、その位置づけの重要性と実現

可能性の観点から、現行の要件では専任が求められているところ、専
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従であることを求めるべきと考えられた。 

  化学療法に携わる医師については、その位置づけの重要性と実現可

能性の観点から、常勤であること及び原則として専従であることを求

めるべきと考えられた。 

  病理診断に携わる医師については、質の高いがん医療の提供のため

には術中迅速病理診断を実施する体制の確保が重要であるが、一方で

その絶対数の不足等も指摘されている。本 WG での検討の中で関連学

会の意向を確認したところ、近年、病理診断医が大学病院から一般病

院へ移っていく流れがあり、この状況を踏まえれば拠点病院で病理診

断医を確保することも可能であるとの意見が提起された。 

このため、病理診断に携わる医師については、専任かつ常勤である

ことを求めるべきと考えられた。 

  放射線診断に携わる医師については現行の要件で示されていない

が、その重要性に鑑み、専門的な知識及び技能を有し、専任かつ原則

常勤である医師の配置を求めるべきと考えられた。 

 

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置  

  放射線治療に携わる看護師については現行の要件で示されていな

いが、その重要性に鑑み、放射線治療室に専任の常勤看護師の配置を

求めるべきと考えられた。 

  化学療法に携わる看護師については、その重要性に鑑み、現行の要

件では専従が望ましいとされているところ、原則専従であることを求

めるべきと考えられた。 

  細胞診断に係る業務に携わる者については、その重要性に鑑み、専

任を求め、現行の要件では配置することが望ましいとされているとこ

ろ、配置を求めるべきと考えられた。 

  医師以外の診療従事者については、現状を踏まえた上で、基本計画

に記載されている専門職を念頭に、現在配置を求められている診療放

射線技師、放射線治療機器の精度管理等に携わる技術者等、化学療法

に携わる看護師、化学療法に携わる薬剤師及び細胞診断に係る業務に

携わる者については、各々、放射線治療専門放射線技師、医学物理士、

がん化学療法看護認定看護師ないしがん看護専門看護師、がん薬物療

法認定薬剤師ないしがん専門薬剤師及び細胞検査士であることが望

ましい旨を要件に示すべきと考えられた。 

 

（３）医療施設 
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① 年間入院がん患者数 

  本要件については２．診療実績で後述するように削除すべきと考え

られた。 

 

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置 

  現行の要件では集中治療室の設置が望ましいとされているが、拠点

病院には集学的治療とともに高度な手術後の管理や、患者急変時に集

中ケアの提供等が求められることから、原則として集中治療室の配置

を求めるべきと考えられた。 

 

２．診療実績  

  ｢検討会とりまとめ｣では、拠点病院間での医療技術や実績の格差が

指摘されていることから、各拠点病院には質の高いがん医療を提供す

る体制の確保とともに、十分な診療実績も求められるとの認識を共有

した。 

  現行の要件には、診療実績に関するものとして「年間入院がん患者

数（１年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。）が１２００人以

上であることが望ましい。」との基準があるが、がん診療において外

来診療の重要性が増してきていることに鑑み、より多角的な診療実績

評価が必要であると考えられ、現行の「年間入院がん患者数（１年間

に入院したがん患者の延べ人数をいう。）が１２００人以上であるこ

とが望ましい。」を削除し、外来診療の要素や治療実績も含んだ診療

実績で評価を行うべきと考えられた。 

  現行の要件を参考に、年間入院がん患者数１２００人程度の拠点病

院の診療実績を多角的に分析し、拠点病院に求める診療実績としては、

以下の項目をそれぞれ満たすことが望ましいと考えられた。 

ア 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）５００件以上 

イ 悪性腫瘍の手術件数の総数（年換算）４００件以上 

ウ がんに係る化学療法のべ患者数（年換算）１０００人以上 

エ 放射線治療のべ患者数 ２００人以上 

  また、診療実績は、施設が所在する地域の影響を強く受けることか

ら、地域の実状によっても大きく変動する可能性があり、単純に絶対

数としての診療実績のみで評価した場合、適切な診療機能を有し当該

２次医療圏で不可欠な拠点病院であっても十分な診療実績を有して

いないと評価されてしまう懸念がある。こうした可能性を考慮し、当

該２次医療圏で居住するがん患者を地域で中心となって診療してい
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る医療機関については相対的な観点（具体的には、当該２次医療圏、

場合によっては隣接する医療圏に居住するがん患者をどの程度の割

合診療しているか等）を加味して評価すべきと考えられた。 

  なお、拠点病院には当該２次医療圏内におけるがん診療施設の中心

となり、我が国に多いがんの集学的治療・標準的治療を提供すること

が求められることを踏まえ、院内がん登録数や各治療法についてのが

ん種別件数も要件として位置づけるべきとの意見があった。一方で、

現状では、肺がん手術や肝がん手術等、一部のがん種の治療は一定程

度集約化がなされていると考えられ、逆にこれらを要件化することに

より診療機能が分散することが懸念されることから、院内がん登録数

や各治療法についてのがん種別件数は要件とはせず、情報公開に積極

的に努めることとすべきではないかとの意見もあった。 

 

３．情報の収集提供体制 

（１）相談支援センター 

  相談支援機能を果たす組織の名称が施設毎に異なっており、患者に

とってわかりにくいとの指摘があることから、病院固有の名称との併

記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」との表記を求めるべ

きと考えられた。 

  相談支援機能のさらなる充実のため、相談支援センターの相談員の

うち、少なくとも２人が国立がん研究センターの「相談支援センター

相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を修了していることを求める

べきと考えられた。 

  相談支援の内容について、患者・家族のニーズの多様化・高度化を

ふまえ、その専門性を高める観点から、都道府県がん診療連携協議会

（以下｢都道府県協議会｣という。）等の場での協議を行い、都道府県

がん診療連携拠点病院（以下｢都道府県拠点病院｣という。）、地域がん

診療連携拠点病院、地域がん診療病院のそれぞれが担うべき内容を役

割分担すべきと考えられた。 

  拠点病院のがん相談支援センターの業務として、現行の業務項目で

ある、｢がん患者の療養上の相談｣の内容の具体例として、就労に関す

る相談を求め、さらに以下の内容を加えるべきと考えられた。 

①患者活動の支援（患者会への支援、患者サロン、ピアサポートなど） 

②相談支援センターの広報・周知活動/地域連携の強化 

③相談員教育と支援サービス向上に向けた取り組み 

※業務内容については相談支援センターと別部門で実施されることもあることか
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ら、その場合にはその旨を明示すること。 

 

 （２）院内がん登録  

  院内がん登録業務の円滑な実施のため、国立がん研究センターの研

修を修了した常勤かつ専従の院内がん登録実務者の１人以上の配置

を求めるとともに当該実務者は継続的に研修を受講すべきと考えら

れた。 

  現行の要件では都道府県の地域がん登録事業への積極的な協力を

求めているところ、より具体的な要件とするため、都道府県の実施す

る地域がん登録事業に必要な情報を提供することを求めるべきと考

えられた。 

  

（３）その他  

  拠点病院で行っている診療内容を一般にわかりやすく示すため、自

施設で提供するがん種別の医療の情報を病院ホームページ等でわか

りやすく公表することを求めるべきと考えられた。 

  地域がん診療病院とグループ指定を受ける拠点病院に対しては、連

携先の地域がん診療病院名やその連携内容、連携実績等について病院

ホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表することを求める

べきと考えられた。 

  拠点病院とそれ以外の名称が類似する病院（例えば自治体指定のが

ん診療施設等）との区別を容易にするため、例えば看板の形状や同一

のマークの掲示等を求めるべきと考えられた。 

 

４．臨床研究及び調査研究について 

  ｢検討会とりまとめ｣において、患者に安全に高度で先駆的な治療を提供

するためには、「標準治療」を確立することや長期的な安全性を確認する

ための多施設共同臨床研究を実施することが必要であるとされている。  

  拠点病院には質の高いがん医療を提供する体制を確保することが求

められていることから、臨床研究を実施する拠点病院において、その実

施が医師にとって過剰な負担とならないような体制作りが重要である。 

  このため、拠点病院において臨床研究実施のための組織的支援体制を

整備することの重要性に鑑み、臨床研究を実施する拠点病院においては、

臨床研究コーディネーター（CRC）を配置することが望ましいと考えら

れた。 
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  また、拠点病院は公衆衛生上の必要性が高い調査研究に積極的に協力

すべきと考えられた。 

 

 

Ⅲ．地域がん診療病院の要件について 

 

｢検討会とりまとめ｣では地域がん診療病院は、拠点病院のない２次医療圏を

中心に拠点病院とグループとして指定するものとし、その役割は当該２次医療

圏内で受けることが望ましいがん医療の提供、すなわち、一般的な手術、外来

化学療法、緩和ケア、相談支援（特に地域連携に関すること）、がん登録のほか、

拠点病院や在宅医療提供機関との地域連携（例：拠点病院で初期治療を終えた

患者のフォローアップ、高度な技術を要する治療や自施設で診療経験が十分に

ない患者を拠点病院へ紹介すること、在宅医療提供機関への紹介）等が求めら

れている。 限られた医療資源の中で、がん医療の質を保ちつつも均てん化を進

めていくため、以下に示す要件を設定することが必要である。 

    

１．診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

  地域がん診療病院には我が国に多いがんを中心として、集学的治

療・標準的治療を提供することが求められるが、自施設で集学的治療

や標準的治療を提供できないがんについては、グループ指定された拠

点病院と連携することで対応できる体制を確保すべきと考えられた。 

  グループ指定については、複数の拠点病院とグループになることも

可とし、都道府県または、都道府県協議会がその地域性に応じて検討

を行い、拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定の組み合わせを

決める。その場合は、中心となって連携する拠点病院を明確にする。

当該拠点病院は、患者の利便性及び連携の実効性を考慮し、隣接した

２次医療圏にあることが望ましい。 

  拠点病院とグループ指定を受ける地域がん診療病院に対しては、確

実な連携体制を確保するため、そのグループ指定先の拠点病院と定期

的な合同のカンファレンスを開催することを求めるとともに、地域が

ん診療病院の診療機能確保のための支援等に関する人材交流計画の

提出を求め、その計画に基づき人材交流を行うべきと考えられた。 

  地域連携の強化、標準的治療の均てん化のため、拠点病院と同様に

我が国に多いがんについてクリティカルパスを整備することが求め
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られる（現行の拠点病院の要件と同様）。 

  質の高いがん医療を提供する上で、地域がん診療病院においてもそ

の重要性を鑑み、現行の拠点病院の要件に示されるキャンサーボード

を設置し、定期的に開催を求めるべきと考えられた。なお、構成員に

ついては、必要に応じてグループ指定の拠点病院との連携により確保

することを求めるべきと考えられた。 

  

② 手術療法の提供体制 

  一般的な手術療法について、地域がん診療病院で可能な手術につい

ては行うこととし、当該施設で提供が困難である手術についてはグル

ープ指定された拠点病院と連携することで提供できる体制を確保す

ることを求めるべきと考えられた。 

  また、術中迅速病理診断が必要な手術については、グループ指定さ

れた拠点病院と連携することにより提供できる体制を確保すること

を求めるべきと考えられた。なお、当該体制は遠隔病理診断でも可と

する。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

③ 化学療法の提供体制 

  化学療法提供時には患者の急変も起こりうることから、外来化学療

法室において化学療法を提供する当該がん患者が急変時等の緊急時

に入院できる体制を確保することを求めるべきと考えられた。（現行

の拠点病院の要件と同様） 

  グループとなる拠点病院との連携のもとレジメンを審査し、標準的

な化学療法を施行できる体制を確保することを求めるべきと考えら

れた。特に、地域がん診療病院には、導入後の安定したサイクルの化

学療法や、比較的リスクの低い化学療法の導入・維持等の役割が期待

される。 

 

④ 放射線治療の提供体制 

  地域がん診療病院においても自施設で放射線治療を提供できるこ

とが望ましいと考えられるが、設備や人材配置の点から自施設で放射

線治療の提供が困難である場合にはグループ指定となる拠点病院と

連携することにより放射線治療を提供できる体制を確保することを

求めるべきと考えられた。 

  

⑤ 病病連携・病診連携の協力体制 
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  地域がん診療病院には当該圏域内医療機関間における連携のさら

なる強化の中心となることが求められるため、グループ指定の拠点病

院と連携の下、当該圏域内の詳細な医療情報を集約し、地域診療等を

行う医療機関等に対し、情報提供を行うことを求めるべきと考えられ

た。 

 

⑥ セカンドオピニオンの提示体制 

  我が国に多いがんについて、手術、放射線治療又は化学療法に携わ

る専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを

グループ指定の拠点病院との連携により提示できる体制を有するこ

とを求める。 

 

（２）診療従事者 

  現状の医療資源を考慮しつつ、地域がん診療病院に求められる機能

を踏まえた適切な医療を提供するため、人材配置に関し求められる事

項を以下のように考える。 

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

  手術療法はがん診療の重要な治療法の一つであることから、当該施

設で対応可能ながん種について専門的な知識および技能を有する手

術療法に携わる医師の配置を求めるべきと考えられた。 

  放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる医師を

１人以上配置することを求めるべきと考えられた。 

  化学療法に携わる医師については常勤かつ原則専任の医師を１人

以上配置することを求めるべきと考えられた。 

  専任の病理診断に携わる医師を１人以上配置することが望ましい

と考えられた。 

 

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

  放射線治療を実施する場合には、専従かつ常勤の診療放射線技師の

１人以上の配置を求めるべきと考えられた。 

  放射線治療を実施する場合には専任かつ常勤の看護師を１人以上

配置することが望ましいと考えられた。 

  外来化学療法室に専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能

を有する常勤の看護師を１人以上配置することを求め、当該看護師は

専従であることが望ましいと考えられた。（現行の拠点病院の要件と

同様）。 
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  専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬

剤師を１人以上配置することが望ましいと考えられた。 

  細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置することを求める

べきと考えられた。 

  診療放射線技師、化学療法に携わる看護師、細胞診断に係る業務に

携わる者は、各々、放射線治療専門放射線技師、がん化学療法看護認

定看護師ないしがん看護専門看護師及び細胞検査士であることが望

ましいと考えられた。 

  

（３）医療施設 

  自施設で放射線治療を提供する場合には、放射線治療機器の設置を

求めるべきと考えられた。 

  外来で化学療法の提供が求められることから、外来化学療法室の設

置を求めるべきと考えられた。（現行の拠点病院の要件と同様） 

  集中治療室については、地域がん診療病院で提供される医療内容や

現状の医療資源も考慮し、設置することが望ましいと考えられた。（現

行の拠点病院の要件と同様） 

  白血病等を専門とする分野に掲げる場合には、無菌病室の設置を求

めるべきと考えられた。（現行の拠点病院の要件と同様） 

  術中迅速病理診断も含めた標本作成、病理診断が実施可能である病

理診断室の設置を求めるべきと考えられた。 

  地域がん診療病院においても、施設内禁煙を求めるべきと考えられ

た。（現行の拠点病院の要件と同様） 

 

２．診療実績 

  地域がん診療病院は、拠点病院の存在しない２次医療圏をカバーし、

がん患者の診療の起点となることが求められていることから、実績に

ついては当該２次医療圏のがん患者をどの程度診療しているかを目

安とし、個別に判断することが望ましいと考えられた。 

 

３．相談支援・情報提供・院内がん登録 

（１）相談支援センター 

  当該２次医療圏内で必要とされる情報提供を行うことから、現行の

拠点病院と同等の基準を求め、国立がん研究センターによる研修を修

了した専従及び専任の相談支援に携わる者を１人ずつ配置すること

を求めるべきと考えられた。（現行の拠点病院の要件と同様） 
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  一方で業務内容については集約すべき業務は集約した方がよいと

の意見があることから、地域がん診療病院においてはグループ指定の

拠点病院や都道府県拠点病院との役割分担と連携により業務を行う

ことを求めるべきと考えられた。 

 

（２）院内がん登録 

  地域のがん発生状況や、正確ながん統計の把握は重要であることか

ら、院内がん登録は、拠点病院の新しい要件と同じものを求めるべき

と考えられた。 

 

（３）その他 

  自施設で提供可能な医療についてわかりやすく患者に明示すると

ともに、自施設で提供することが困難な治療については、グループ指

定の拠点病院と連携し、患者が適切な治療を受けられる体制を確保し、

この内容についてもわかりやすく患者に明示することを求めるべき

と考えられた。 

 

 

Ⅳ．特定領域がん診療病院の要件について 

   特定のがん種について、当該都道府県内の多くの患者を診療し、所在

する都道府県による推薦を求めるべきと考えられた。 

   診療機能や人材配置等については拠点病院の要件を満たし、特定の

がん種について集学的治療を提供可能であることを求めるべきと考えら

れた。ただし、がん種に応じて必要な治療法が異なるため、指定にあたっ

ては個別に考慮すべきと考えられた。 

   圏域を超えて都道府県内全体での実績が求められることから、緊急な

治療が必要な患者や合併症を持ち高度な周術期管理が必要な患者に対

しクリティカルパスの共有等により拠点病院等と連携した適切ながん医療

の提供を求めるべきと考えられた。 

   特定領域における高い診療技術や知識を共有する観点から、拠点病

院等との人材交流、技術提携、合同のカンファレンス、相談支援センター

間の情報共有等を行うことが望ましいと考えられた。  

 

 

Ⅴ．都道府県がん診療連携拠点病院（都道府県拠点病院）の要件について 

１．地域の診療機能強化に向けた要件 
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  現行の要件において、都道府県拠点病院には当該都道府県における

がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の構築に関し、中心

的な役割を担うことが求められているが、その達成状況には大きな差

異が存在しており、検討会においても、その改善を図るため、国と都

道府県が役割分担して PDCAサイクルを確保する仕組みの構築が必要

であるとの議論がなされている。  

  都道府県内において、拠点病院等の診療機能に関し PDCAサイクル

を機能させるためは、都道府県拠点病院の役割として、新たに当該都

道府県内のがん診療等の状況に関する情報を収集、分析、評価し、改

善を図ることを位置づけるべきと考えられた。 

  上記、役割の実効性を仕組みとして担保するため、都道府県拠点病

院は、地域拠点病院等に対し、診療機能や診療実績等の情報提供を求

め、必要に応じ、実地調査を行うことができる旨（地域拠点病院等は

それに応じる必要がある旨）を明記すべきと考えられた。 

  さらに、上記の情報を踏まえた改善を仕組みとして担保するため、

地域拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、都道府県拠点病院は当

該地域拠点病院等に関する意見書を、独立して厚生労働省に提出する

ことができる旨も併せて明記すべきと考えられた。 

 

２．都道府県協議会の機能強化に向けた要件 

  都道府県協議会は、都道府県拠点病院により設置され、当該都道府

県内のがん診療に係る情報共有や評価・分析、発信を行うとともに、

診療の質向上につながる取組みに関する検討・実践も期待されている。 

  しかしながら、開催頻度や機能には都道府県によって大きな差異が

存在しており、検討会においても検討すべき内容を明確にすること、

国立がん研究センターが開催し、都道府県拠点病院が参加する都道府

県がん診療連携拠点病院連絡協議会（以下｢国協議会｣とする。）との

体系的な連携体制を構築することの重要性が議論された。  

  都道府県協議会の検討内容として、現在の要件で求められている診

療等の提供やクリティカルパスの整備等の体制に関する情報に加え、 

・都道府県内の拠点病院等の診療実績等（地域連携パスの活用実績や

地域の医療機関との紹介・逆紹介の実績、相談支援の内容別実績、患

者 QOL向上に向けた取組状況等を含む）についても情報共有し、改善

策に関する検討を行うこと 

・新たな枠組みである地域がん診療病院と拠点病院とのグループ指定

に当たって、両者の機能的連携の具体的あり方を示す計画の妥当性を



16 
 

検討すること 

が必要であると考えられた。 

  また、現行の要件においても、がん診療の連携協力体制及び相談支

援の提供体制その他のがん医療に関する情報交換やセカンドオピニ

オン提供体制に関する情報共有及び広報の実施が求められているが、

当該都道府県内の医療機関の診療機能、緩和ケア外来、相談支援セン

ター、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等、より具体的な内容を

要件として明示するとともに情報交換に留まらず、情報を集約し、冊

子やホームページ等で住民にわかりやすく広報することを明示すべ

きと考えられた。 

  現在、全国の相談支援員等に対する研修の多くを国立がん研究セン

ターが直接開催するとともに、また、全国の拠点病院が等しく取り組

むべき事項等に関し、国協議会で検討・決定している。今後、国立が

ん研究センターの開催する研修内容や国協議会での決定事項が確実

に地域拠点病院等で共有されるよう、その旨を明示すべきと考えられ

た。 

 

３．地域の相談支援機能強化に向けた要件 

  相談支援機能を果たす組織の名称が施設毎に異なっており、患者に

とってわかりにくいとの指摘があることから、病院固有の名称との併

記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」との表記を求めるべ

きと考えられた。  

  現行の要件においては、都道府県拠点病院の役割として、医師、薬

剤師、看護師等を対象とした研修の実施が明記されているが、地域の

相談支援機能の強化のため、都道府県拠点病院の役割として、地域拠

点病院等の相談員に対する継続的かつ系統的な研修の実施も明記す

べきと考えられた。  

  上記、役割を果たすため、原則、都道府県拠点病院の相談員のうち、

少なくとも１人は国立がん研究センターの指導者研修（※）を修了す

ることを求めるべきと考えられた。 

※ 「相談支援センター相談員指導者研修」：地域で相談員の継続教育に携わる人材

を養成するため、研修企画・運営のための知識や教材づくり、グループワークの

ためのファシリテーションスキルを学ぶもの 

  また、相談支援に対するニーズは多様化・専門化しており、都道府

県拠点病院は、就労や臨床試験に関する相談支援機能を有するととも

に、希少がんに関しては適切な相談の場の紹介を含め相談支援機能を
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有することが望ましいと考えられた。 

 

４．都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件 

  現行の要件では、放射線療法部門及び化学療法部門の設置を求め、

当該部門の長として、専任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的

な知識及び技能を有する常勤の医師をそれぞれ配置すること求めて

いる。 

  両部門の設置は、手術療法とともに集学的がん治療の柱としての放

射線治療及び化学療法の質的向上に大きな意味を持つものであるが、

放射線治療については近年、急速に技術が進歩し、適切な放射線治療

を提供するためには、当該部門の長として放射線治療に専従の常勤医

師の配置を求めるべきと考えられた。 

 

５．院内がん登録の質的向上に向けた要件 

   都道府県拠点病院は、県内の医療機関が実施する院内がん登録の精

度の向上のため、指導者研修修了者を配置することが望ましいと考え

られた。また、都道府県内の院内がん登録に関する情報の収集及び院

内がん登録実務者の育成等を行うことが望ましいと考えられた。 

 

 

Ⅵ．PDCA サイクルの確保（実地調査の実施）について 

  検討会では、がん診療における PDCAサイクルの確保に当たり、国、

都道府県、各拠点病院等のそれぞれにおける仕組みを構築する必要が

あるとしている。 

  国レベルの PDCA サイクルの確保として、国立がん研究センターの

役割を以下の通り、明確にする必要があると考えられた。 

・国立がん研究センターの役割として、新たにわが国におけるがん診

療等の状況に関する情報を収集、分析、評価し、改善を図ることを位

置づけるべきと考えられた。 

・上記、役割の実効性を仕組みとして担保するため、同センターは、

都道府県拠点病院を通じて、全国の拠点病院等の診療機能や診療実績

等の情報提供や都道府県拠点病院による PDCA確保に関する取組状況

に関する情報提供を求め、必要に応じ実地調査を行うことができる旨

（都道府県拠点病院及び地域拠点病院等はそれに応じる必要がある

旨）を明記すべきと考えられた。 

・さらに、上記の情報を踏まえた改善を仕組みとして担保するため、
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都道府県拠点病院及び地域拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、

同センターは当該病院に関する意見書を、独立して厚生労働省に提出

することができる旨も併せて明記すべきと考えられた。 

  同時に、現在、同センターが開催している国協議会について、現行

の要件においては位置づけられておらず、その設置を同センターの役

割として明確に位置づけるとともに、その協議内容として、以下に関

する情報収集、共有、評価、広報を明示すべきと考えられた。 

・各都道府県において、都道府県拠点病院を中心とした PDCA サイク

ル確保体制およびその実績 

・全国の拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関

する実績や活動状況 

・都道府県を越えた希少がんに対する診療体制等のほか、臨床試験の

実施状況 

・患者 QOLについて把握・評価し、課題を明らかにして、必要に応じ

て都道府県拠点病院に改善を求めるなど、PDCA サイクルを確保する

仕組みを設けるべきと考えられた。 

  都道府県レベルの PDCA サイクルについては、前述の都道府県拠点

病院に求める役割等により確保すべきと考えられた。 

  拠点病院レベルの PDCA サイクルの確保については、自施設の診療

機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、患者 QOLに

ついて把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有した上で、組織

的な改善策を講じるべき旨を要件として明示すべきと考えられた。ま

た、これらの実施状況につき都道府県拠点病院からの求めに応じ情報

提供を行うとともに、わかりやすい形で広報すべき旨も明示すべきと

考えられた。 

  上記 PDCAサイクルの確保に当たっては、厚生労働省は、国レベル、

都道府県レベル、拠点病院レベルそれぞれにおける具体的な手順等に

ついてガイドライン等で示すことが求められる。 

 

 

Ⅶ．その他の全体に係る事項 

 【同一圏域における複数指定の際の要件について】 

  現在８７医療圏に２４８の拠点病院が指定されているが、現行の要件

においては、２次医療圏当たり 1箇所の拠点病院を整備するものとされ

ているのみで、同一圏域に複数の拠点病院が指定されている場合の役割

分担・連携に関する要件設定がなされていない。 
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  また、現在、都市部を中心に他の都道府県から多くの患者流入が見ら

れており、質の高い集学的治療を提供するものの、国指定の拠点病院で

はなく都道府県による独自の認定を受けている医療機関も存在してい

る。 

  このような医療機関については、拠点病院のネットワークに加え、そ

の診療機能や体制、実績等を把握し、さらなる質の向上につなげていく

ことが患者の利益にかなうと考えられることから、すでに拠点病院が指

定されている圏域内の医療機関であっても、要件を満たすものについて

は他の都道府県からの患者流入状況等を踏まえ、拠点病院の指定対象と

するとともに、同一圏域に複数の拠点病院が指定されている場合には、 

例えば、がん種毎や医療技術毎の集約化などを具体的な計画として示す

ことを求めるべきと考えられた。 

 

   【がん診療に関する面連携強化のための相談支援機能の強化について】 

  今般の拠点病院要件の見直しに当たっては、さらなる均てん化ととも

に、医療関係資源の有効活用の観点から一定の集約化も意図した検討を

行った。こうした制度設計を有効に機能させるためには、各機関の機

能・役割に関する情報が適切に患者・家族に提供され、各人の価値観に

即した医療機関選択を可能とする情報基盤を整備することが重要であ

る。 

  これまで、がん拠点病院の要件に、相談支援センターの設置や相談員

の研修等が位置づけられ、がんに関する情報提供・相談提供の基盤は着

実に整ってきた。しかしながら、患者及び家族がこれらの情報を適切な

判断のために活用できるようにするためには、相談支援センターの更な

る周知や広く国民ががん情報リテラシーを獲得するための教育基盤の

整備とともに、がん情報を個々の患者・家族のニーズに即してカスタマ

イズする能力をもった人材を育成し、アクセス可能な環境を整備するこ

とについて検討すべきである。 

  相談支援センターは各医療機関内に設置され、当該医療機関による診

療等に関する情報提供を行っているが、これらの情報と共に、患者・家

族は、より中立で公正な医療機関選択に資する情報提供、医療だけでな

く心理・生活・介護など様々な相談支援等を求めている。このようなニ

ーズに応えるため、都道府県等で相談支援を提供する取り組み（地域統

括相談支援センター等）が進められており、このような取り組みは今後

も進められるべきと考えられた。 

  また、相談支援においては、相談内容に応じてさらに適切な相談先等
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につなぐことも重要であるため、つなぐべき相談先として NPO法人等の

団体を含め、柔軟な連携を進めていくべきと考えられた。 
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「がん診療提供体制のあり方に関するワーキンググループ」 構成員名簿 

 

池山 晴人  独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター  

地域医療連携室 地域医療連携係長 

 

大西 洋   山梨大学医学部放射線医学講座・放射線科准教授 

  

蒲生 真紀夫 大崎市民病院がんセンター長 

 

黒田 一   国際医療福祉大学教授 病理診断科部長 

 

調  憲   九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科分野准教授 

 

花出 正美  公益財団法人がん研究会有明病院 看護部 看護師長 

 

山内 英子  聖路加国際病院ブレストセンター長 乳腺外科部長 

 

○若尾 文彦  独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター長 

 

（五十音順） 

（○は座長） 

 



新たながん診療提供体制の概要 

現行 

拠点病院 
（３９７カ所； 
 都道府県51、地域344） 

見直し案 

【課題と対応案】 

 ①拠点病院間の格差の存在 

  →人材配置要件、診療実績要件等の強化、相談支援体制の充実によるさらなる質の向上及び一定の集約化 

 ②拠点病院未設置の空白の２次医療圏の存在 

  →緩和ケア、相談支援及び地域連携等の基本的がん診療を確保した｢地域がん診療病院（仮称）｣の新設。 

 ③特定のがん種に特化した診療を行う病院の存在 

  →特定のがん種に対し高い診療実績を持ち、都道府県内で拠点的役割を果たす｢特定領域がん診療病院（仮称）｣の新設。 

 ④がん診療提供体制に関するPDCA体制の構築 

  →国立がん研究センター、都道府県拠点病院による各拠点病院への実地調査等、 

  →各拠点病院での院内のPDCAサイクルの確保（患者QOL把握・評価等による組織的改善と実施状況の報告・広報体制の整備等） 

新特定領域がん診療病院 

・特定のがん種に関して多く
の診療実績を有し、拠点的役
割を果たす医療機関の制度
的位置づけの明確化 

空白の医療圏 
（107医療圏） 

 
 

・拠点病院とのグループ指定により高度が
ん診療へのアクセスを確保 

・緩和ケア、相談支援、地域連携等基本的
がん診療のさらなる均てん化 
・空白の医療圏の縮小 
 

 

新地域がん診療病院  

強化  地域拠点病院 
・指定要件強化による質の向上 
・高度診療に関する一定の集約化 
・都市部への患者流入への対応  

・複数指定圏域における役割・連携
の明確化 等 

強化  国立がん研究センター   
      都道府県拠点病院 
国内、都道府県内のがん診療に
関するPDCA体制の中心的位置
づけ 

情報の可視化 

連携 

1 



ア 放射線治療機器を設置すること。 
イ 外来化学療法室を設置すること 
ウ 集中治療室を設置することが望ましい。 
エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、 
  無菌病室を設置すること。 
オ   がん患者及びその家族が心の 悩みや体験等を  
  語り合うための 場を設けることが望ましい。 

現行の要件イ～オに加え、下記の要件を求める。 
 
ア 放射線治療を行う場合には、放射線治療機器   
を設置すること。 
 
  術中迅速病理診断を含めた病理診断が 
 実施可能である病理診断室の設置を求める。 

 
ウ 原則として集中治療室を設置することとする。 

    
   術中迅速病理診断を含めた病理診断 

  が実施可能である病理診断室の設置を求める。  

医療施設 

診療実績 

・当該２次医療圏のがん患者をどの程度
診療しているかを目安とし、指定に当た
り個別に判断することとする。 

・年間入院がん患者数が１２００人以上で
あることが望ましい。 

 １．絶対数での評価 
  ・院内がん登録数         500件以上  
  ・悪性腫瘍の手術件数の総数  400件以上     
  ・がんに係る化学療法のべ患者数  
                     1000人以上     
    ・放射線治療のべ患者数       200人以上 
   以上の数値をそれぞれ満たすことが望ましい。 

下記１または２を満たすことが望ましい。 

新 手術療法 

 化学療法 

 新 放射線治療 

・必要な手術については術中迅速病理診断
が可能な体制を確保すること。なお、当該体
制は遠隔病理診断でも可とする。 

・高度な技術と設備等による放射線治療を必要
とする患者を当該設備を有する施設との連携に
より提供できることを求める。 

・放射線治療装置から出力される線量の適切な
管理を求める。 

・現行の要件に加え、グループ指定先の地域がん
診療病院が標準的な化学療法を適切に提供できる
よう、レジメンの審査等において地域がん診療病院
を支援する体制を確保することを求める。 

キャンサーボード 

集
学
的
治
療 

・その実施主体を明らかにし、月1回以上の開

催を求め、構成員には放射線診断、放射線治
療及び病理診断に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師の参加を必須化する。 

ア  急変時等の緊急時に外来化学療法室において

化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体
制を確保すること。  
イ  化学療法のレジメンを審査し、組織的に管理す

る委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必
要に応じて、キャンサーボードと連携協力すること。 

診療機能  

・現行の拠点病院の要件 アを求める 

・グループとなる拠点病院との連携のもとレ
ジメンを審査し、標準的な化学療法を施行で
きる体制を確保することを求める。 

・提供が困難である手術や術中迅速病理診
断が必要な手術についてはグループ指定の
拠点病院と連携し提供できる体制を確保す
ることを求める。 当該体制は遠隔病理診断
でも可とする。 

・設備や人材配置の点から自施設で放射線治
療の提供が困難である場合にはグループ指定
となる拠点病院と連携することにより放射線治
療を提供できる体制を確保することを求める。 

 ・がん患者の病態に応じたより適切ながん医
療を提供できるよう、キャンサーボードを設置し、
定期的に開催すること。 

・現行の拠点病院に求められるキャンサー
ボードを設置し、定期的に開催すること。構成
員は必要に応じグループ指定の拠点病院と
の連携により確保する。 

がん診療提供体制に関するWG報告書の概要 （機能・実績・施設） 

現行の要件から下記の様に要件を厳格化、追加する。 

地域がん診療連携拠点病院 （案） 地域がん診療病院 （新設） 
地域がん診療連携拠点病院 

（現行の要件） 

新 新 

新 

新 

２．相対的な評価 
  患者数が少ない地域の２次医療圏において、   
 当該２次医療圏、場合によっては隣接する 
 医療圏に居住するがん患者をどの程度診療し   
 ているかを目安とし、実績を考慮する。 

2 



新 手術療法 

・専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射
線技師を１人以上配置すること。 
 
 

・専任の放射線治療における機器の精度管理、
照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わ
る常勤の技術者等を１人以上配置すること。 

・専任かつ常勤の薬剤師を１人以上配置す
ることが望ましいとする。 

・専任かつ配置することを求め、以下を追記す
る。当該者は細胞検査士であることが望ましい。 

診療従事者 
各々専門的な知識及び技能

を有する者  

・細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上 
配置することが望ましい。  

・細胞診断に係る業務に携わる者の配置を求め、
当該者は細胞検査士であることが望ましいとする。 
 

放射線治療 

新 放射線診断 

 化学療法 

病理診断 

医 
 
師 

診療放射線技師 

放射線治療に携わる 
技術者 

新 放射線治療に 
携わる看護師 

化学療法に携わる 
看護師 

化学療法に携わる 
薬剤師 

細胞診断 

・常勤の医師の配置を求める。 ・医師の配置を求める。 

・専任から専従へ厳格化。 

・常勤を必須とし、原則として専従を求める。 

・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師を１人以上配置すること。なお、
当該医師については、原則として常勤であること。
また、専従であることが望ましい。 

・専任の放射線療法に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師を１人以上配置すること。なお、
当該医師については、原則として常勤であること。
また、専従であることが望ましい。 

・放射線治療を行う場合には、専従の医師の
配置を求める。 

・常勤かつ原則専任の医師の配置を求める。 

・専任の医師を配置することが望ましいとする。 

医
師
以
外
の
従
事
者 

・常勤を必須とし、専任とする。 
当該医師は専従であることが望ましいとする。 

・専任の医師の配置を求め、原則として常勤
とする。 

・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する常勤の薬剤師を１人以上配置するこ
と。 

・放射線治療室に専任の常勤看護師を１人 
以上配置すること。 

・現行の要件に加え、以下を追記する。 
当該技師は放射線治療専門放射線技師であ
ることが望ましい。 

・現行の要件に加え、以下を追記する。 
当該技術者は医学物理士であることが望ましい。 

・原則として専従を求め、以下を追記する。 
当該看護師はがん看護専門看護師、がん化
学療法看護認定看護師であることが望ましい。 

・現行の要件に加え、以下を追記する。 
当該薬剤師はがん薬物療法認定薬剤師、また
はがん専門薬剤師であることが望ましい。 

・放射線治療を行う場合は、専従かつ常勤の
診療放射線技師の配置を求め、当該技師は放
射線治療専門放射線技師であることが望まし
いとする。 

・放射線治療を行う場合は、放射線治療室に
専任の常勤看護師を１人以上配置することが
望ましいとする。 

・外来化学療法室に専任かつ常勤の看護師の
配置を求め、専従であることが望ましいとし、
当該看護師はがん看護専門看護師、がん化
学療法看護認定看護師であることが望ましい
とする。 

がん診療提供体制に関するWG報告書の概要 （診療従事者） 

・外来化学療法室に専任の化学療法に携わる
専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師
を１人以上配置すること。当該看護師は専従で
あることが望ましい。 

・専従の病理診断に携わる医師を１人以上配置
すること。なお、当該医師については、原則とし
て常勤であること。 

新 

地域がん診療病院 （新設） 地域がん診療連携拠点病院 （案） 
地域がん診療連携拠点病院 

（現行の要件） 

新 

新 
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 相談員 

 業務 

 登録実務者 

・現行の要件に相談員のうち少なくとも２名
が国立がん研究センターの「相談支援セン
ターの相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を
修了していることを求めることを追加。 

名称 ・病院固有の名称との併記を認めた上で、「が
ん相談支援センター」との表記を求める。 

相談支援  

がん診療提供体制に関するWG報告書案の概要 （相談支援等） 

地域がん診療連携拠点病院 （案） 

新 

・常勤かつ専従を求める。 

新 

・国立がん研究センターによる研修を修
了した専従及び専任の相談支援に携わ
る者をそれぞれ１人以上配置すること。 

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及び 
  がんの予防・早期発見等に関する一般的な情 
  報の提供 
イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従 
  事者の専門とする分野・経歴など、地域の医 
  療機関及び医療従事者に関する情報の収集、 
  提供 
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹 
  介 
エ がん患者の療養上の相談 
オ 地域の医療機関及び医療従事者等における  
  がん医療の連携協力体制の事例に関する情 
  報の収集、提供 
カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する 
  医療相談 
キ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬ 
  に関する医療相談 
ク その他相談支援に関すること 

・エ｢がん患者の療養上の相談｣の内容の具
体例として、就労に関する相談を追加。 
・また、以下を追加 
①患者活動の支援（患者会への支援、患者 
 サロン、ピアサポートなど） 
②相談支援センターの広報・周知活動/地域 
 連携の強化 
③相談員教育と支援サービス向上に向けた 
 取り組み 
 

※業務内容については相談支援センターと
別部門で実施されることもあることから、そ
の場合は明示すること。 

・拠点病院の現行要件と同様。 

・国立がん研究センターによる研修を受講した専
任の院内がん登録の実務を担う者を１人以上配
置すること。 

・病院固有の名称との併記を認めた上で、「が
ん相談支援センター」との表記を求める。 

・グループ指定の拠点病院や都道府県拠点
病院と役割分担・連携の下業務を行うこと。 

その他 

 情報の可視化等 

・新しい拠点病院の要件と同様。 

・自施設で提供するがん種別の医療の情報を
病院ホームページ等でわかりやすく公表するこ
とを求める。 

・地域がん診療病院とグループ指定される場合
は、連携先の地域がん診療病院名、連携内容、
連携実績等も病院ホームページ等でわかりやす
く公表することを求める。 

地域がん診療連携拠点病院 
（現行の要件） 

地域がん診療病院 （新設） 

・拠点病院と自治体指定のがん診療施設等との
区別を容易にするため、例えば看板の形状や同
一のマークの掲示等を求める。 

新 

新 

新 

・自施設で提供可能な医療及び自施設で提供困
難であるものの拠点病院との連携により提供さ
れる医療についてわかりやすく明示することを求
める。 

4 

院内がん登録 



がん診療提供体制に関するWG報告書の概要 （その他）  

新 特定領域がん診療病院（仮称） 

その他全体に係る事項 

都道府県拠点病院 

①地域の診療機能強化 
 ・都道府県内の拠点病院等の診療機能や診療実績に対する監査 
 ・地域拠点病院等の新規指定や指定更新の際の当該地域拠点 
 病院等に関する意見書の提出 
②都道府県がん診療連携協議会（都道府県協議会）の機能強化 
 ・都道府県内の拠点病院等の診療実績等の情報共有と検討 
 ・地域拠点病院と地域がん診療病院のグループ指定の妥当性の確認  
 ・都道府県内の医療機関に関する情報共有、情報の集約と情報発信 
③地域の相談支援機能強化 
 ・当該都道府県内における拠点病院相談員への研修の実施 
 ・就労、臨床試験に関する相談の実施  
④都道府県拠点病院の診療機能強化 
 ・放射線療法部門を放射線治療部門とし、当該部門の長として、 
   放射線治療を専門とする専従の常勤医師を配置することを求める。 
⑤院内がん登録の質的向上 

・特定のがん種について、当該都道府県内の多くの患者を診療し、所属する都道府県が推薦すること。 
・診療機能や人材配置等については拠点病院の要件を課すこととする。ただし、がん種に応じて治療法が異なるため、指定にあたっては 
 個別に判断することとする。 
・圏域を超えて都道府県内全体での実績が求められることから、患者の状態（緊急性や合併症の有無）により、拠点病院等と連携した適切な 
 がん医療の提供を求める 等。 

・拠点病院で診療する他都道府県から流入するがん患者の割合等を踏まえて指定を行うこととし、その際に拠点病院間の役割・連携、 
 例えば、がん種毎や医療技術毎の集約化などを具体的な計画として示すことを求めるべきと考えられた。 

【同一圏域における複数指定の際の要件について】 

・患者各人の価値観に即した医療機関選択を可能とする情報基盤の整備 
・国民ががん情報リテラシーを獲得するための教育基盤の整備 

・がん情報を個々の患者・家族のニーズに即してカスタマイズする能力をもった人材育成とアクセス可能な環境整備 
・がん患者・家族の心理・生活・介護など様々な相談支援等を行う地域統括相談支援センターの設置の推進 

【がん診療に関する面連携強化のための相談支援機能の強化について】 

PDCAサイクルの確保 

①国レベル 
 国立がんセンタ－が中心となり以下のことが求められることが考えられた。 
 ○都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会（国協議会）を設置し、以下を協議すること 
  ・都道府県拠点病院のPDCA確保に関する取り組み状況の把握 
  ・都道府県拠点病院を介した全国の拠点病院等の診療機能や診療実績等の情報収集 
   →必要に応じ国立がんセンターは実地調査を行うことができる 
 ○拠点病院等の新規指定や指定更新の際の当該拠点病院等に関する意見書の提出 

②都道府県レベル 
 ○都道府県拠点病院が中心となり、都道府県協議会を設置し、以下のことを協議すること 
  ・各都道府県における地域拠点病院等のPDCAサイクル確保体制およびその実績 
  ・各都道府県における地域拠点病院等の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に 
   関する実績や活動状況 
  ・都道府県を越えた希少がんに対する診療体制等のほか、臨床試験の実施状況 
 ○拠点病院等の新規指定や指定更新の際の当該拠点病院等に関する意見書の提出 

③拠点病院レベル 
  ○自施設の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実績や活動状況、患者QOL 
   についての把握、評価、共有、広報を行うことが求められる。 
 

現行の要件に加え、以下を求めることが考えられた。 
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